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インフラ・PPP投資の実践

Ⅰ. はじめに

2023年6月に寄稿した本連載第19回「公的不

動産を核とした新たなまちづくり手法、LABV」

（井口）において、LABV（Local Asset Backed 

Vehicle：官民共同事業体）方式を、「地方公共団

体と民間事業者が、従来の発注者・受注者とい

う枠を超えて共同で事業に取り組む、新しい形の

官民連携手法」として紹介した注1。その上で、制

度の未整備や先行事例の不足といった導入上の

課題がある点を指摘しつつ、普及拡大に向けた

期待を示した。

それから 2年余が経過した現在、LABV方式の

導入検討を進める地方公共団体は着実に増加し

ているものの、この期間に新たに導入に至った事

例は確認されない注2。導入事例は、依然として、

前回の寄稿でも取り上げた佐賀県上峰町の「上峰

町中心市街地活性化事業」と、山口県山陽小野田

市の「山陽小野田市LABVプロジェクト」の 2事

業に限られる。

一方、運用面では一定の進展が見られる。2025

年6月に内閣府より「事例から学ぶ LABV の活用

に向けた解説書」（以下、「解説書」という。）が公表

され、これまで不足していた共通の参照枠組み

が整備されたことは、各地方公共団体の検討を

支える基盤として大きな意義がある。

こうした状況の中で筆者は、地方公共団体へ

のLABV方式導入支援の実務注3 を通じ、資金調
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注 1
LABV方式は、英国で発展した公的不動産の有効活用に適した事業手法であり、我が国では、2016年頃から、導入に向けた政策的な取組が進めら
れている。
注 2
例えば、国土交通省の「先導的官民連携支援事業」では、2023～ 2024年度の 2年間に約10件の案件で導入が検討されているが、本稿執筆時点に
おいて、実際の導入事例は確認されていない。
注 3
熊本県あさぎり町における「あさぎり駅周辺整備PFI導入可能性調査」（2023年度）、山梨県丹波山村における「村民主導の『むらづくり』のための地
域経営型官民連携事業化調査」（2024年度）など。
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達の不確実性が、LABV方式の普及を阻む要因

の一つになっていると実感している。本稿では、

こうした問題意識を踏まえ、LABVの資金調達に

関する課題を整理し、今後の改善に向けた方策

について考察を試みる。

Ⅱ. LABVの資金調達に関する課題

LABV方式の基本的な仕組みは、地方公共団

体が土地などの公的不動産を現物出資し、民間

事業者が資金出資を行ってLABVを設立し、そ

のLABVが主体となり複数の事業（プロジェクト）

を実施するものである（図表1）。事業資金は、主

に民間出資と金融機関の融資によって賄われるこ

とが想定されている。

LABVの資金調達について、解説書では次の

ように記されている。

一般的な公共事業は公的資金で実現され

るが、LABVが実施する事業は基本的には

民間資金が必要となる。つまり事業の実施、

継続に向けては金融面でのバックアップ体

制が不可欠といえる。金融機関が事業に関

与することは金融支援だけでなく、事業全

般に対するモニタリング機能も期待できるこ

とから、その役割は非常に重要である。

また、LABVの資金調達方法として金融

機関からの出融資のほか、交付金やクラウド

ファンディング、企業版ふるさと納税や不動

産証券化などの多様な手法が考えられるた

め、運用面やコスト面などを考慮し、適した

資金調達方法の検討が求められる。

ここでは、金融機関の出融資を含む「民間資金」

の重要性が指摘されているが、現実には、民間

事業者の出資や金融機関の融資のみで事業費を

賄うのは容易ではない。初期段階から多額の資金

図表１　LABV 方式の基本的なスキーム図

出所）内閣府、「事例から学ぶ LABV の活用に向けた解説書」（令和 7 年 6 月）

図表１ LABV方式の基本的なスキーム図

出所）内閣府、「事例から学ぶ LABV の活用に向けた解説書」（令和7年6月）
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を拠出できる民間事業者が少ないことに加え、制

度として新しいLABVに対しては、金融機関も

与信判断に慎重にならざるを得ないためである。

また、LABV導入の利点として、「公的不動産

を担保にすることで融資を得やすくなる」といっ

た指摘もあるが注4、これは収益性や資産価値の高

い都市部の物件を前提とした議論であると考えら

れる。実際に検討対象となっているのは、地方の

遊休地や老朽施設など、担保評価の難しい資産

が多く、「担保を活かした資金調達」という効果は

十分に発揮されていないのが実情である。

こうした状況を踏まえると、解説書の後段で

触れられていた「多様な資金調達方法の検討」が、

課題克服に向けた方策としてより重要な意味を持

つと考えられる。

Ⅲ. 想定される資金調達手法

PPP/PFIの資金調達の多様化については、近年、

国も重要な政策として位置づけている。「PPP/PFI

推進アクションプラン（令和7年改定版）」（以下、「ア

クションプラン」という。）では、「PPP/PFI手法の

進化・多様化」という項目において、「企業版ふる

さと納税やクラウドファンディングなど、新たな

資金調達手法について積極的な活用を図ること」

の重要性が示されている。

そこで以下では、解説書とアクションプランの

双方で言及されている「クラウドファンディング」

と「企業版ふるさと納税」を取り上げ、両手法の「（1）

制度概要」および「（2）まちづくり等への活用事例」

を概観したうえで、「（3）LABV方式への適用」に

ついて考察する。

Ⅲ.1.クラウドファンディング
（1） 制度概要

クラウドファンディングは、プロジェクト等の

実施主体（以下、「資金調達者」という。）がインター

ネット上で個人や企業、団体等（以下、「資金提供

者」という。）から資金を募る仕組みである。資金

提供者が期待するリターンの内容に応じて「寄付

型」、「購入型」、「投資型」などに分類される（図表2）。

寄付型は、資金提供者が金銭的な見返りを求め

ずに支援するものであり、購入型は、対価として

商品やサービスなどを受け取るものである。一方、

投資型は、プロジェクト等の収益に応じて分配や

配当等を行うもので、金融商品取引法の規制を受

ける。金銭的リターンを提供できるため、多様な

投資家から資金を集めやすく、比較的規模の大き

な資金調達に適している。

なお、図表3に示すとおり、事業者が投資家か

ら資金を募り、自ら不動産を取得・運用し、その

賃貸収益や売買益を出資者に分配する投資型の

クラウドファンディング（不動産クラウドファン

ディング）は、一般に不動産特定共同事業に該当

し、不動産特定共同事業法（以下、「不特法」とい

う。）の規制を受ける注5。先に示した解説書の記

載内容との関係でいえば、「クラウドファンディン

グ」と「不動産証券化」を組み合わせたハイブリッ

ド型の資金調達手法となる。

注 4
解説書においても、LABVの優位性の一つとして、「資金調達に際しては現物出資された公有資産を担保とすることも可能であり、金融機関による投
融資審査のプラス材料となる。」との記述がある。
注 5
2017（平成29）年の不特法改正により、インターネット上での手続きに関する許可制度（電子取引業務）が整備され、クラウドファンディングの活用が
可能となった。
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図表 3　不動産特定共同事業の概要

図表3 不動産特定共同事業の概要

出所）国土交通省、「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」（令和7年7月）

出所）国土交通省、「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」（令和 7 年 7 月）

図表 2　クラウドファンディングの種類と仕組み図表2 クラウドファンディングの種類と仕組み

出所）内閣官房・内閣府「ふるさと投資」連絡会議、「『ふるさと投資』の手引き 概要」（2015（平成27）年5月）
出所）内閣官房・内閣府「ふるさと投資」連絡会議、「『ふるさと投資』の手引き　概要」（2015（平成 27）年 5 月）
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（2） まちづくり等への活用事例
投資型クラウドファンディング（ファンド形態）の

活用事例としては、岡山県西粟倉村の「西粟倉村

共有の森ファンド」が挙げられる。森林面積が村域

の約8割を占める同村では、主要産業である林業

の低迷を受け、2008年に「百年の森林構想」注6 を

策定した。同構想の下で森林の長期一括管理を進

めるにあたり、株式会社トビムシが高性能林業機

械の購入資金をクラウドファンディングにより調達

し、購入した機械を森林組合にリースして効率的

な森林管理を促進した。2009年と 2010年の 2期に

わたり総額4,940万円を調達し、この取組は、西粟

倉村の林業振興と地域活性化の推進に向けた重要

な契機となった（図表4）。

次に、公的不動産を対象とした不動産クラウド

ファンディングの活用事例としては、神奈川県鎌

注 6
村の森林資源を、百年先を見据えて適切に管理・活用し、林業を核とした地域経済の再生と、環境・暮らし・文化が循環する持続可能な村づくりを
目指す長期構想。

図表4 西粟倉村共有の森ファンドの概要

出所）内閣官房・内閣府「ふるさと投資」連絡会議、「『ふるさと投資』の手引き 資料編」（2015（平成27）年5月）

図表 4　西粟倉村共有の森ファンドの概要

出所）内閣官房・内閣府「ふるさと投資」連絡会議、「『ふるさと投資』の手引き 資料編」（2015（平成 27）年 5 月）
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倉市の「旧村上邸再生利活用ファンド事業」が挙げ

られる注7。同事業では、公募型プロポーザルによ

り選定された株式会社エンジョイワークスが、自

社のクラウドファンディングサービス注8 を通じて約

900万円を調達し、鎌倉市所有の古民家を「企業研

修施設及び地域コミュニティ施設」として改修・運

営した（図表5）。これにより鎌倉市は、初期の耐震

工事費のみを負担し、以降は賃料収入を得ながら

施設運営を継続するモデルを実現した。

（3） LABV方式への適用
LABV方式は公的不動産の利活用を主たる目

的とするため、前述したクラウドファンディング

の各種形態のうち、最も親和性が高いのは不動

産クラウドファンディングであろう。地方公共団

体から現物出資を受けた土地や建物をLABVが

整備・運営する際、その一部費用を不動産クラウ

ドファンディングで調達することができれば効果

的である。

実施にあたっては、LABVが不特法上の許可

を得た運営事業者（以下、「不動産特定共同事業

者」という。）に対し、プロジェクトごとに資金調

達業務を委託する形が想定される。

その他の形態にも活用の余地はある。例えば、

図表 5　旧村上邸再生利活用ファンド事業の概要

注 7
「旧村上邸保存活用事業」として、第17回土地活用モデル大賞（主催：一般社団法人都市みらい推進機構、後援：国土交通省）において都市みらい
推進機構理事長賞を受賞している。
注 8
ハロー ! RENOVATION（https://hello-renovation.jp/）

図表5 旧村上邸再生利活用ファンド事業の概要

出所）国土交通省、「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」（令和7年7月）

出所）国土交通省、「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」（令和7年7月）
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LABV設立前後の運営費用や社会実験等の試行

的な取組に要する費用など、初期の活動資金を

確保するために、寄付型や購入型のクラウドファ

ンディングを活用することが考えられる。また、

より長期的な観点からは、例えば新たな特産品の

開発・販売など、施設整備後にLABVが実施す

る地域ビジネス（収益事業）において、投資型ク

ラウドファンディング（ファンド形態）を活用して

資金調達を行うことも有効であろう。

このように、事業フェーズや事業目的に応じて

最適なクラウドファンディングの形態を選択・組

み合わせることで、LABVの資金調達手法を多

様化することができる。また、地域住民や地域に

関心を持つ個人など、多様な関係者に事業への

参画機会を提供することで、共感や支援者（ファ

ン）を生み出しつつ、資金調達の裾野を広げてい

くことも期待できる。

Ⅲ.2.企業版ふるさと納税
（1） 制度概要

企業版ふるさと納税は、2016年度に創設され

た制度で、正式名称は「地方創生応援税制」であ

る。国が認定した地方公共団体の地方創生事業

（地域再生計画）に対して企業が寄附を行った場

合に、法人関係税から税額控除を受けられる仕

組みである（図表6）。損金算入による軽減効果（寄

附額の約3割）に加え、2020年度の税制改正で拡

充された税額控除（寄附額の最大6割）が適用さ

れることで、最大で寄附額の約9割が軽減される。

これにより、企業の実質負担は約1割にまで圧縮

される。

（2） まちづくり等への活用事例
北海道夕張市では、点在するまちの機能をコ

ンパクトに集約し、多機能複合施設による賑わ

図表 6　企業版ふるさと納税の概要図表6 企業版ふるさと納税の概要

出所）内閣府、「企業版ふるさと納税活用事例集～全国の特徴的な取組～」（令和3年3月発行（令和6年12月追加））

出所）内閣府、「企業版ふるさと納税活用事例集～全国の特徴的な取組～」（令和 3 年 3 月発行（令和 6 年 12 月追加））
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いの創出を図るため、地域再生計画「コンパクト

シティの推進加速化と地域資源エネルギー調査」

を作成した。総事業費約14億円の同計画に対し、

株式会社ニトリホールディングス等が 4年間で

総額5億円以上を寄附し、2020年3月に、市の中

心部に図書コーナーや多目的ホール、交通結節

点機能などを備えた複合拠点施設「りすた」が開

業した（図表7）。地域活性化に資する成果として、

新規住戸数の増加や新規雇用の創出などが報告

されている。

（3） LABV方式への適用
LABV方式において企業版ふるさと納税を活

用する場合、前提として、地方公共団体が当該

事業を位置付けた地域再生計画を作成し、内閣

府の認定を受けておく必要がある。

計画認定後は、地方公共団体が企業に対して

寄附の協力を呼びかけることになる。企業版ふる

さと納税では、企業が地方公共団体から直接的

な経済的便益を得ることはできないため、寄附の

成果を定量的に可視化し、企業の広報やIR活動

等に活用できる仕組みを提案するなど、企業の参

加動機を高める工夫が求められる。

寄附が実施された後の資金活用方法としては、

主に二つのパターンが想定される。

一つ目は、地方公共団体が直接寄附金を活用

し、既存施設の解体や耐震補強など、LABV方

式による事業（以下、「LABV事業」という。）の前

提となる基盤整備等を実施する方法である。

二つ目は、寄附金を補助金または委託料として

LABVに交付する方法である。この場合、LABV

は返済義務を負わない安定的な資金を確保でき、

運営費用等への充当が可能となる。

寄付金への過度な依存によってLABVの自立

的な運営が損なわれないよう留意が必要であるも

のの、適切に活用することで、特に設立初期にお

ける自己資金の負担を抑え、安定的な事業運営

に寄与することが期待される。また、本取組を契

図表 7　夕張市における企業版ふるさと納税活用の概要

図表7 夕張市における企業版ふるさと納税活用の概要

出所）内閣府、「企業版ふるさと納税活用事例集～全国の特徴的な取組～」（令和3年3月発行（令和6年12月追加））（三井住友トラスト基礎研究所にて一部抜粋・加工）

出所）内閣府、「企業版ふるさと納税活用事例集～全国の特徴的な取組～」（令和 3 年 3 月発行（令和 6 年 12 月追加））（三井住友トラスト基礎研究所にて一部抜粋・加工）
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て、2020年 3月より現職。JICAでは、開発途上国に対するイン
フラ整備支援事業等の企画から実施・監理までを横断的に担当。また、
コンサルティング会社では、主に公共サイド（中央省庁や地方公共団
体）の地方創生関連事業に従事。
現在は、LABVをはじめとするPPP/PFI の先進事例調査や、地方
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機として、LABVと地域課題の解決に関心を持

つ企業との連携が進めば、将来的な活動拡大や

新たな事業展開につながる可能性がある。

Ⅳ. おわりに

本稿では、LABV方式における資金調達の課

題に着目し、民間事業者の出資や金融機関の融

資に次ぐ新たな資金調達手法として、クラウド

ファンディングおよび企業版ふるさと納税の活用

可能性を検討した。その結果、いずれの手法も、

LABV方式の導入を後押しする有効な手段とな

り得ることを確認した。

クラウドファンディングは、柔軟な活用が可能

であることに加え、多様な主体の参画や共感を生

み出す点において、地域主体のLABV事業に適

した仕組みといえる。一方、企業版ふるさと納税

は、LABVの運営の安定化に寄与し得るととも

に、企業との協働関係を育む仕組みとしても有効

である。両者を補完的に活用することで、LABV

方式の資金調達に関する不確実性を低減し、導

入促進につなげていくことが期待される。

今後は、地域の特性や事業フェーズ、事業内

容に応じて、これらを含む多様な資金調達手法を

丁寧に組み合わせ、地域ごとに最適な仕組みを構

築していくことが重要である。こうした取組の積

み重ねにより実践的なモデルを形成し、LABV方

式の普及を着実に進めていくことが求められる。


